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‭ビギナーズホースショー千葉地区大会2025＜障害馬術＞‬
‭実施要項‬

‭《主　催》‬ ‭ビギナーズホースショー実行委員会‬
‭《共　催》‬ ‭公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会‬

‭《日　程》‬ ‭2025年6月6日（金）～6月8日（日）‬
‭《会　場》‬ ‭東関東ホース＆ハウンド    〒289-1126　千葉県八街市沖174‬

‭《問い合わせ》‬ ‭● エントリー、お支払い関するお問い合わせ  ＜BHS事務局＞　担当：伴‬

‭　　　  090-4920-4028　　‬ ‭bhs.chiba@gmail.com‬

‭　※事務局員は専業ではございませんので、お電話はつながらない場合がございます。‬

‭　　　　　　　　　　　メールでのお問い合わせにご協力お願いします。‬

‭申込締切日‬ ‭２０２５年5月28日（水）必着‬

‭申込書類‬
‭送付先‬

‭以下のメールにてお申込みください。‬

‭　　　　　　　　　　‬‭bhs.chiba@gmail.com‬

‭お支払について‬

‭２０２５年６月４日（水）までに以下の銀行口座へお振込み‬‭ください。‬

‭振込先口座：‬

‭千葉銀行　四街道支店（３０１）　普通‬‭４２８３６６４‬
‭千葉地区振興会競技部　　　会長　伴　孝徳‬

‭　‬
‭参加申込書は、オンラインから資料請求いただけます。‬
‭ビギナーズホースショーの公式ホームページ。‬
‭公式ホームページ　：　https://ｂｈｓ.mitix.net/‬‭※「ビギナーズホースショー」で検索‬
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‭ビギナーズホースショー千葉地区大会2025＜障害馬術＞‬
‭申込方法：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：‬
‭1‬ ‭　‬‭申込書類の送付‬

‭総合申込書、エントリー表、参加届兼誓約書、入厩届を大会事務局宛てに送付ください。‬

‭【送付方法】‬

‭1.Eメール‬

‭bhs.chiba@gmail.com‬

‭※‬ ‭3営業日以内に事務局から返信がない場合には、メールが届いてない場合がございますので‬
‭再送をお願いいたします。‬

‭※‬ ‭件名：【ビギナーズHS】申込書送付の件（乗馬クラブ名）　とご記入ください‬
‭※‬ ‭Excelによる作成、ファイル送付は大変助かります。‬
‭※‬ ‭手書きの場合、スキャナーでの読み取りを推奨。それが難しい場合は、写真での送付可。‬

‭2. FAX　‬

‭043-421-3163‬

‭2‬ ‭　‬‭参加料のお支払い‬

‭参加料、選手および馬匹参加料は、‬‭2025年６月４日（水）までに指定の銀行口座へお振込み‬
‭ください。ご入金の確認をもってお申込みが完了いたします。‬

‭千葉銀行　四街道支店（３０１）　普通４２８３６６４‬
‭千葉地区振興会競技部　　代表　伴　孝徳‬

‭エントリー期限終了後の追加エントリー分は、‬‭競技会終了後５営業日以内に‬‭お支払いくださ‬
‭い。‬
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‭参加料：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：‬
‭　‬ ‭加盟クラブ‬ ‭非加盟クラブ‬

‭馬参加料‬ ‭1頭‬
‭9,000円‬ ‭11,000円‬

‭※退厩時の馬房清掃料込み‬

‭参加料‬

‭フレンドシップ‬ ‭5,000円‬ ‭7,000円‬
‭公認競技‬ ‭10,000円‬ ‭　　　　12,000円‬
‭RRC‬ ‭10,000円‬ ‭10,000円‬

‭非公認競技‬
‭通常‬ ‭8,000円‬ ‭10,000円‬
‭オープン‬ ‭7,000円‬ ‭9,000円‬

‭追加・変更料‬ ‭打ち合わせ会以降‬ ‭＋1,000円‬

‭※‬ ‭新型コロナウイルス感染症対策のため、参加料のお支払いは、極力、銀行振込でお支払いただけま‬
‭すようご協力ください。（直前の追加・変更など、やむを得ない場合は、大会当日に現金にてお支‬
‭払いください。）‬

‭追加変更・キャンセルポリシー：：：：：：：：：：：：：‬
‭【追加・変更の方法】‬
‭●‬ ‭追加・変更がある場合は、所定の「追加・変更届」にご記入の上、事務局までご提出くださ‬

‭い。‬

‭電話での追加・変更は受付しておりません。必ず、オンラインまたはFAXにてお知らせくださ‬
‭い。‬

‭【オンライン申請】‬
‭　‬

‭専用のオンライン申請フォームにて、追加・申請内容をお知らせくださ‬
‭い。公式ホームページよりアクセスいただけます。‬

‭【FAX】‬ ‭所定の「エントリーの追加・変更」申請書に記載の上、FAXをお願いしま‬
‭す。‬

‭FAXによる送付期限：2025年5月25日（日）15：00まで‬

‭※６月６日（金）以降の変更は会場の事務局に直接お申し出ください。‬

‭【追加・変更に伴うお支払いについて】‬
‭●‬ ‭打ち合わせ会開催前‬‭の追加および変更は「変更手数料」が‬‭無料‬‭です。‬

‭●‬ ‭打ち合わせ会中にお申し出いただいた追加・変更‬‭および‬‭それ以降追加・変更‬‭は、‬‭1件につき事務‬
‭手数料1,000円‬‭を申し受けます。‬

‭●‬ ‭追加エントリー料および変更手数料は会期中に現金でお支払いいただくか、大会終了後5営業‬
‭日以内に銀行振込をお願いいたします。‬

‭【ご返金のルール】‬
‭●‬ ‭打ち合わせ会前までにお申し出いただいた追加変更・キャンセルについては、エントリー料の‬

‭ご返金の対象となります。‬

‭●‬ ‭基本的に当日現金にてご返金をしておりますが、銀行振込をご希望の場合は、事務局にお振込‬
‭み先の銀行口座番号をお知らせください。なお、お振込み手数料は団体様ご負担となります‬
‭（お振込み手数料を差し引いた金額をお振込みいたします）。‬

‭●‬ ‭打ち合わせ会後にお申し出いただいた参加者のご都合や馬の不調による棄権、キャンセルについて‬
‭のご返金は致しかねます。‬

‭●‬ ‭馬がすでに入厩している場合は、その馬が競技に出場しなくても、その馬の馬参加料はご返金‬
‭できません。‬

‭●‬ ‭主催者の都合で競技を中止した場合は、参加料（馬、選手）およびエントリー料をご返金いたしま‬
‭す。‬
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‭競技種目：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：‬
‭・2025年6月6日‬

‭―‬

‭クロスバー障害‬

‭フレンドシップ60‬

‭フレンドシップ80‬

‭フレンドシップ 100‬

‭フレンドシップ 110‬

‭フレンドシップ120‬

‭＊各クラスとも、第238条‬

‭2-1を適用。‬

‭＊当日追加も受付いたし‬
‭ます。‬

‭・2025年6月７日‬

‭競技番号‬ ‭競技課目‬ ‭班種別/備考‬

‭第１競技‬ ‭クロスバージャンプ‬ ‭ローカルルール‬
‭標準タイム‬

‭第２競技‬ ‭ビギナーズジャンプ H60‬ ‭ローカルルール・標準タイム　垂直障害‬
‭のみ‬

‭第３競技‬ ‭小障害C H80 W80‬ ‭一般班・ノービス班‬
‭第238条2-1/コンビネーションなし‬

‭第４競技‬ ‭小障害 A 　H100 W100‬ ‭一般班・ノービス班‬

‭第５競技‬
‭公認‬

‭中障害D　H110 W110‬ ‭H110cm/W10cm/13個以内、350m/分、‬
‭基準A 238条2.1‬

‭第６競技‬
‭公認‬

‭中障害D　H110 W110‬
‭ジュニア＆アマチュア‬

‭H110cm/W110cm/13個以内、350m/分、‬
‭基準A 238条2.1‬

‭第7競技‬ ‭中障害D　H110 W110‬
‭トレーニング‬

‭H110cm/W110cm/13個以内、350m/分、‬
‭基準A 238条2.1‬

‭第８競技‬
‭公認‬

‭中障害C　H120 W120‬ ‭H120cm/W120cm/13個以内、350m/分、‬
‭基準A 238条2.1‬

‭第９競技‬
‭公認‬

‭中障害C　H120 W120‬
‭ジュニア＆アマチュア‬

‭H120cm/W120cm/13個以内、350m/分、‬
‭基準A 238条2.1‬

‭第10競技‬ ‭中障害C　H120 W120‬
‭トレーニング‬

‭H120cm/W120cm/13個以内、350m/分、‬
‭基準A 238条2.1‬

‭第11競技‬
‭公認‬

‭中障害B　H130 W130‬ ‭H130cm/W130cm/13個以内、350m/分、‬
‭基準A 238条2.2‬

‭第12競技‬
‭公認‬

‭中障害B　H130 W130‬
‭ジュニア＆アマチュア‬

‭H130cm/W130cm/13個以内、350m/分、‬
‭基準A 238条2.2‬

‭第13競技‬ ‭中障害B　H130 W130‬
‭トレーニンング‬

‭H130cm/W130cm/13個以内、350m/分、‬
‭基準A 238条2.2‬
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‭・2025年6月8日‬

‭競技番号‬ ‭競技課目‬ ‭班種別/備考‬

‭第14競技‬ ‭クロスバージャンプ‬ ‭ローカルルール‬
‭標準タイム‬

‭第15競技‬ ‭ビギナーズジャンプ H60‬ ‭ローカルルール・標準タイム　垂直障害の‬
‭み‬

‭第16競技‬ ‭小障害C　 H80 W80‬ ‭一般班・ノービス班‬
‭第238条2-1/コンビネーションなし‬

‭第17競技‬ ‭小障害 A　 H100 W100‬ ‭一般班・ノービス班‬

‭第18競技‬
‭公認‬

‭中障害D　H110 W110‬ ‭H110cm/W110cm/13個以内、350m/分、‬
‭基準A 238条2.1‬

‭第19競技‬
‭公認‬

‭中障害D　H110 W110‬
‭ジュニア＆アマチュア‬

‭H110cm/W110cm/13個以内、350m/分、‬
‭基準A 238条2.1‬

‭第20競技‬ ‭中障害D　H110 W110‬
‭トレーニング‬

‭H110cm/W110cm/13個以内、350m/分、‬
‭基準A 238条2.1‬

‭第21競技‬
‭公認‬

‭中障害C　H120 W120‬ ‭H120cm/W120cm/13個以内、350m/分、‬
‭基準A 238条2.1‬

‭第22競技‬
‭公認‬

‭中障害C　H120 W120‬
‭ジュニア＆アマチュア‬

‭H120cm/W120cm/13個以内、350m/分、‬
‭基準A 238条2.1‬

‭第23競技‬ ‭中障害C　H120 W120‬
‭トレーニング‬

‭H120cm/W120cm/13個以内、350m/分、‬
‭基準A 238条2.1‬

‭第24競技‬
‭公認‬

‭中障害B　H130 W130‬ ‭H130cm/W130cm/13個以内、350m/分、‬
‭基準A 238条2.2‬

‭第25競技‬
‭公認‬

‭中障害B　H130 W130‬
‭ジュニア＆アマチュア‬

‭H130cm/W130cm/13個以内、350m/分、‬
‭基準A 238条2.2‬

‭第26競技‬ ‭中障害B　H130 W130‬
‭トレーニング‬

‭H130cm/W130cm/13個以内、350m/分、‬
‭基準A 238条2.2‬

‭第27競技‬ ‭ＲＲＣ障害馬術競技‬ ‭H90cm/12個、350m/分、基準A 第274条1（1.5.2‬
‭）‬

‭※ジュニア＆アマチュア競技のジュニアは、満18歳までです。19歳以上の方も出場は可能です‬
‭が表彰の対象にはなりません。‬
‭※ジュニア＆アマチュア競技は、指導者資格有無に限らず指導者的立場ある方は出場は可能ですが、表‬
‭彰対象外となります。‬
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‭公認競技について：：：：：：：：：：：：：：：：：：：‬
‭本競技会は、公益社団法人日本馬術連盟公認競技会（カテゴリー★）です。‬

‭【公認競技の参加資格と条件】‬

‭1　公認競技に出場する選手は、日本馬術連盟会員登録済みとし、騎乗者資格B級以上を取‬
‭得しているものとします。‬
‭2‬ ‭公‬‭認‬‭競‬‭技‬‭に‬‭出‬‭場‬‭す‬‭る‬‭競‬‭技‬‭馬‬‭は‬‭参‬‭加‬‭申‬‭し‬‭込‬‭み‬‭の‬‭時‬‭点‬‭で、‬‭日‬‭本‬‭馬‬‭術‬‭連‬‭盟‬‭の‬‭乗‬‭馬‬‭登‬‭録‬‭が‬‭完‬‭了‬‭し‬
‭ている馬匹とします。なお、競技馬は1競技1回限りとし、オープン参加としても出場はで‬
‭きません。‬
‭3‬ ‭申‬‭し‬‭込‬‭み‬‭時‬‭に‬‭必‬‭ず‬‭人‬‭馬‬‭の‬‭JEF‬‭登‬‭録‬‭番‬‭号‬‭を‬‭記‬‭入‬‭し‬‭て‬‭く‬‭だ‬‭さ‬‭い。‬‭番‬‭号‬‭記‬‭入‬‭の‬‭な‬‭い‬‭場‬‭合‬‭は、‬‭エ‬
‭ントリーができません。‬
‭4‬ ‭参‬‭加‬‭申‬‭込‬‭を‬‭し‬‭た‬‭時‬‭点‬‭で‬‭選‬‭手‬‭が‬‭18‬‭歳‬‭未‬‭満‬‭で‬‭あ‬‭る‬‭場‬‭合‬‭に‬‭は、‬‭そ‬‭の‬‭選‬‭手‬‭の‬‭馬‬‭管‬‭理‬‭責‬‭任‬‭者‬‭を‬‭保‬‭護‬
‭者あるいは所属団体責任者を代理人として指名することができます。（競技会規程第106条‬
‭参照）‬
‭5 参加資格以外に関する条件は、日本馬術連盟競技会規程 最新版　に基づきます。‬

‭公認競技の審判規定：：：：：：：：：：：：：：：：：‬
‭日本馬術連盟競技会規程 最新版を適用します。‬

‭非公認競技について：：：：：：：：：：：：：：：：：：‬
‭【非公認競技の参加資格と条件】‬

‭1‬ ‭参加団体・個人が希望する種目に誰でも何回でも参加可能。ただし、同一人馬の2回目以降の出場‬
‭はオープン参加となります。‬

‭2‬ ‭指導者資格の有無に関わらず、指導的立場にある方は「公認競技」のプロ班以外でのご参加は‬
‭オープン参加（表彰対象外）とします。‬

‭【ノービス班の参加資格と条件】‬

‭1‬ ‭ノービス班とは、出場する課目で優勝・入賞経験のない人馬ペアとします。‬

‭非公認競技のローカルルール：：：：：：：：：：：：：：‬
‭●‬ ‭服‬‭装‬‭は‬‭JEF‬‭競‬‭技‬‭規‬‭定‬‭第‬‭256‬‭条‬‭に‬‭基‬‭づ‬‭き‬‭ま‬‭す。‬‭た‬‭だ‬‭し、‬‭「ジ‬‭ム‬‭カー‬‭ナ‬ ‭キッ‬‭ズ‬‭班」‬‭お‬‭よ‬‭び‬‭「トッ‬‭プ‬

‭スコア」については、以下となります。‬

‭・ジムカーナ　キッズ班 　ヘルメット、プロテクター/エアバッグ、チャップス可。‬
‭服装自由（正装、乗馬できる服装、仮装など）‬

‭・トップスコア　　　　　　　正装または仮装‬
‭　　　その他の使用可能な装備に関しては打ち合わせ会にて決定します。‬
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‭非公認競技の審判規定：：：：：：：：：：：：：：：：：‬
‭日本馬術連盟競技会規程 最新版‬‭　‬‭および　ローカルルールを適用します。‬
‭詳細は、打ち合わせ会にて決定いたします。‬

‭参加者全員に関わるその他事項：：：：：：：：：：：：：‬
‭1‬ ‭参加者は何らかの傷害保険に加入が必要です。‬
‭2‬ ‭資格を誤って出場したものは失格となります。‬
‭3‬ ‭競技中の人馬の事故に対して、応急処置はとりますが、それ以上の責任は一切負いません。‬
‭4‬ ‭練習馬場/待機馬場及び各競技において、‬‭騎乗中はいかなる者も常に乗馬用ヘッドギアヘッドギ‬

‭アを適正に着用することが義務付けられる‬‭。また、ボディープロテクター等の着用を推奨致し‬
‭ます。‬

‭5‬ ‭参加選手は、乗馬登録証・健康保険証またはこれに代わるものを持参してください。‬
‭6‬ ‭上記の他、全ての面において馬術競技者としてマナーを守るようにして下さい。‬
‭7‬ ‭一般車および馬運車などの移動および駐車は大会本部の指示に従ってください。‬

‭注意事項：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：‬
‭1‬ ‭厩舎地区およびその周辺は、参加団体の自主管理とし、貴重品の管理には十分注意してくださ‬

‭い。盗難等の事故につきましては責任を負いかねます。‬
‭2‬ ‭厩舎地区およびその周辺の清掃は、参加団体で協力して行いゴミは全てお持ち帰りください。‬

‭また、退厩時には厩舎周辺の清掃をしてお帰りください。‬
‭3‬ ‭ボロ捨て場には、ボロ以外捨てないで下さい。‬
‭4‬ ‭厩舎内およびその周辺は火気厳禁とします。‬
‭5‬ ‭注意勧告を受け、その後の改善が見られない団体は失格とする場合があります。‬

‭新型コロナウイルス感染症拡大防止に関するルール：：：：‬
‭1‬ ‭下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせてください。‬

‭(1)‬ ‭体調がよくない場合（例:発熱・咳・のどの痛みなどの症状がある場合）‬
‭(2)‬ ‭同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合‬
‭(3)‬ ‭過‬‭去‬ ‭14‬ ‭日‬‭以‬‭内‬‭に‬‭政‬‭府‬‭か‬‭ら‬‭入‬‭国‬‭制‬‭限、‬‭入‬‭国‬‭後‬‭の‬‭観‬‭察‬‭期‬‭間‬‭を‬‭必‬‭要‬‭と‬‭さ‬‭れ‬‭て‬‭い‬‭る‬‭国、‬‭地‬‭域‬‭等‬‭へ‬

‭の渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合‬
‭2‬ ‭マスクをご持参ください。参加受付時や着替え時等、騎乗を行っていない際や会話をする際に‬

‭はマスクの着用をお願いします。‬
‭3‬ ‭こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。‬
‭4‬ ‭他の参加者、主催者スタッフ等との距離（２ｍを目安に最低１ｍ）の確保をしてください。‬

‭（障がい者の誘導や介助を行う場合を除きます）‬
‭5‬ ‭競技会期間中に大きな声で会話、応援等はお控えください。‬
‭競技会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、速やかに大会事務局へ濃‬
‭厚接触者の有無等についてご報告いただけますようお願い申し上げます。‬
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‭表彰：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：‬
‭1‬ ‭入賞者は各競技の各班において1位～6位までとします。‬
‭2‬ ‭入賞者には、賞金、商品券、賞品等を贈呈します。‬
‭3‬ ‭入賞者は必ず正装にて表彰式に参加するようにお願いします。‬
‭4‬ ‭入賞者がやむを得ず欠席する場合は代理を認めますが、その場合、代理者は正装で参加するよ‬

‭うにお願いします。‬
‭5‬ ‭感染症予防のため、当日の状況に応じて表彰式を中止する場合がございます。‬

‭打ち合わせ会：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：‬
‭競技会場観覧席にて下記の日時で行います。団体の責任者は必ずご参加下さい。‬

‭●‬ ‭フレンドシップ競技の打合せ会は行いません。‬
‭●‬ ‭障害馬術　6月6日（金）　　１５：００予定‬

‭入退厩：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：‬
‭入厩期間‬ ‭6月6日（金）～6月8日（日）‬

‭※‬‭競技会当日に輸送する場合は、競技に差し支えない様にお願い致します。‬

‭入厩時間‬ ‭6:00～17:00‬
‭※上記‬‭以外の時間を希望する場合はお申し出ください。‬

‭●‬ ‭「入厩届」に必ず「入・退厩日時」をご記入下さい。‬
‭●‬ ‭会場到着後、速やかに乗馬登録証および馬の健康手帳を大会本部へ提出してください。‬

‭【木曜日入厩をご希望の場合】‬

‭6月5日（木）に入厩を希望する場合は、‬‭15:00から入厩が可能‬‭です。‬
‭施設利用料として1頭につき5,000円を申し受けます。お申込みは以下にお問い合わせください。‬
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‭防疫：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：‬
‭公認・非公認の競技に関わらず、競技会へ出場する馬に関して、「公益社団法人日本馬術連盟 馬イ‬
‭ンフルエンザ予防接種実施要領」を遵守してください。‬

‭1‬ ‭馬インフルエンザによる基礎接種は、初回ワクチン接種を実施してから21日以上・2ヶ月以内‬
‭に2回目のワクチン接種を行うこと。基礎接種2回目から7ヶ月以内に最初の補強接種を行い、‬
‭それ以降は1年以内に継続的に補強接種を受けること。‬

‭2‬ ‭競技場へ入厩する6ヶ月+21日以内に補強接種または基礎接種（2回目）を受けていること。‬
‭3‬ ‭基礎接種の2回目は当該競技会の2週間前までに終了していること。‬
‭4‬ ‭2008年3月31日以前に基礎接種完了している馬については、基礎接種の後の最初の補強接種は‬

‭1年以内であれば可とします。また2回の基礎接種の間隔は、2週間以2ヶ月以内であれば可とし‬
‭ます。‬

‭5‬ ‭そ‬‭の‬‭他、‬‭過‬‭去‬‭の‬‭履‬‭歴‬‭に‬‭お‬‭い‬‭て‬‭「公‬‭益‬‭社‬‭団‬‭法‬‭人‬‭日‬‭本‬‭馬‬‭術‬‭連‬‭盟‬ ‭馬‬‭イ‬‭ン‬‭フ‬‭ル‬‭エ‬‭ン‬‭ザ‬‭予‬‭防‬‭接‬‭種‬‭実‬‭施‬‭要‬
‭領」に定める要領を満たしていなくとも、その当時に軽種馬防疫協議会が定めていた要件を満‬
‭たしていれば可とします。‬

‭6‬ ‭接種を完了していないあるいは防疫上の不備がある場合には、競技場への入厩を許可できませ‬
‭ん。これにより参加できなかった場合の参加料や入厩料等の返金はいたしかねます。‬

‭競技期間中の馬の治療：：：：：：：：：：：：：：：：：‬
‭公認競技会における馬の治療行為は、日本馬術連盟獣医規程により厳しく規制されており、原則と‬
‭して薬物を用いることは認められていません。大会期間中に治療が必要な場合は、大会事務局が任‬
‭命した獣医師または許可を受けたプライベート獣医師（第1008条）が行う必要があります。プライ‬
‭ベート獣医師で治療を受ける場合は、事務局に「日本馬術連盟　主催・公認競技会　獣医師入場届‬
‭可申請書」の提出の上、許可を得てください。‬

‭以下は禁止されています。‬

‭・‬ ‭主催者から許可を得ていないものによる治療‬
‭・‬ ‭許可を得た獣医師以外の者による競技会場への注射器、禁止物質・規制物質の持ち込み（第‬

‭1029条）‬

‭【競技出場当日の治療制限について】‬

‭　競技出場当日の競技前には、‬‭馬禁止物質リストに載っていないものであっても、いかなる物質に‬
‭ついても注射による投与を行うことはできません‬‭。‬

‭ただし、緊急時または継続している治療については、競技当日にも、治療用の規制物質または抗生‬
‭物質の注射による投与を行うことができます。その場合は、‬‭事前に治療用規制物質治療許可申請書‬
‭を事務局にご提出のうえ、大会の任命した獣医師より許可を得てください‬‭。（競技出場許可につい‬
‭ては、審判長の許可も必要となります。）‬

‭大会期間中の馬の治療については、日本馬術連盟　獣医規程 「第Ⅶ章 競技期間中の馬の治療」を‬
‭よくお読みになり、徹底をお願い申し上げます。‬


